
平 成 ３０年 度  有 害 大 気 汚 染 物 質 調 査 結 果  

 

 近 年 、多 種 の物 質 が環 境 大 気 中 から検 出 されてお り、 そのなかに は継 続 的 に摂 取 すると

人 の健 康 を損 なう恐 れのあ る物 質 が含 ま れてい ま す。 

 環 境 への汚 染 被 害 が懸 念 されるこ れら 有 害 大 気 汚 染 物 質 に つい て、 江 戸 川 区 に お け る

環 境 濃 度 の現 状 を調 査 し、大 気 汚 染 防 止 法 に係 る環 境 基 準 の適 合 状 況 を把 握 するとと

も に 対 策 のた めの基 礎 資 料 としま す。 

 

１． 調 査 期 間  

    平 成 ３ ０ 年  ５ 月 １ ０ 日 （ 木 ） ～ １ １ 日 （ 金 ）  

平 成 ３ ０ 年  ８ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） ～ ３ １ 日 （ 金 ）  

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月  ６ 日 （ 火 ） ～  ７ 日 （ 水 ）  

平 成 ３ １ 年  ２ 月  ５ 日 （ 火 ） ～  ６ 日 （ 水 ）  

 

 ２．調 査 内 容  

 

・調 査 地 点  ２地 点  

・調 査 項 目  揮 発 性 有 機 化 合 物  ９項 目

 重 金 属 類  ５項 目

 

３． 調 査 地 点  

   

・中 央 測 定 局 （一 般 局 ‥環 境 測 定 分 析 室 ） 

・篠 崎 測 定 局 （自 排 局 ‥篠 崎 小 学 校 ） 

 

 

４． 有 害 大 気 汚 染 物 質 に つい て 

大 気 汚 染 防 止 法 では、有 害 大 気 汚 染 物 質 とは「継 続 的 に摂 取 される場 合 に は人 の

健 康 を損 なう お そ れがあ る物 質 で大 気 の汚 染 の原 因 となるも の」 と定 義 されてお り、 248

物 質 がリストされてい ま す。 こ のう ち、人 体 への影 響 が高 い と考 えら れる 23 物 質 を優 先

取 組 物 質 と定 め東 京 都 な どの都 道 府 県 に モ ニタ リング を課 して い ま す。 ま た、 人 体 への

被 害 を防 止 するた めに 早 急 な対 策 が必 要 な 3 物 質 を指 定 物 質 と定 めてい ま す。 

区 では環 境 省 の定 めるモ ニタリング 指 針 に従 い優 先 取 組 物 質 のう ち 14 項 目 ( 指 定 物

質 3 項 目 を含 む) に つい て調 査 を実 施 しま した。 

なお 、 ダ イオ キシ ン類 に つい ては別 に調 査 を実 施 していま す。 

 

５． 結 果 の概 要  

【指 定 物 質 】 

指 定 物 質 であ るベ ン ゼン・ト リク ロロエ チレ ン・テ ト ラク ロロエ チレ ンに つい ては環 境 基 準

が定 めら れてい ま す。環 境 基 準 は本 来 月 1 回 以 上 の調 査 結 果 を平 均 して適 用 しま すが

、 年 4 回 の平 均 値 で評 価 を行 っ たとこ ろ、 い ずれも 環 境 基 準 値 を満 たしてい ました。 

 

【優 先 取 組 物 質 】 

ジ ク ロロメタンに つい ては環 境 基 準 が定 めら れてい ま す。年 4 回 の平 均 値 で評 価 を行

っ たとこ ろ 、 い ずれも 環 境 基 準 値 を満 たしてい ま した。 

ア ク リ ロ ニト リ ル、 塩 化 ビ ニルモ ノ マ ー、 ク ロロ ホル ム、 1 ,2-ジ ク ロロエ タン、 1 ,3- ブタジ エ

ン、 ニッ ケル、 ヒ素 、 マンガン、水 銀 に つい ては指 針 値 が定 めら れてい ま すがい ずれも 指 針

値 を下 回 りま した。 



１　中央測定局（一般局）

単位： μｇ/m3　但し重金属類は nｇ/m3

５月 ８月 １１月 ２月 平均

ベンゼン 3 環境基準 0.85 1.0 0.67 1.3 0.95

トリクロロエチレン 130 環境基準 1.4 0.29 4.4 2.6 2.2

テトラクロロエチレン 200 環境基準 0.26 0.086 0.31 0.22 0.22

ジクロロメタン 150 環境基準 1.6 0.89 2.1 1.5 1.5

アクリロニトリル 2 指針値 0.068 0.39 0.037 0.065 0.14

塩化ビニルモノマー 10 指針値 <0.0047 0.071 ＜0.0056 0.055 0.033

クロロホルム 18 指針値 0.20 0.15 0.15 0.16 0.17

1,2－ジクロロエタン 1.6 指針値 0.11 0.072 0.091 0.13 0.10

1,3－ブタジエン 2.5 指針値 0.081 0.21 0.088 0.090 0.12

ニッケル 25 指針値 (1.2) 5.1 <0.48 <0.27 1.7

ヒ素 6 指針値 0.53 0.76 0.88 2.0 1.0

マンガン 140 指針値 20 42 12 24 25

水銀 40 指針値 1.9 2.6 1.7 2.1 2.1

クロム * * 2.8 5.0 3.0 4.4 3.8

※　＜の値は検出下限値未満を示す。（　）の値は検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す。

※　平均値の算出において、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて計算する。

＊　クロム及びその化合物には環境基準および指針値が設定されていない。参考として、六価クロムのU.S.EPA発がん性の

　　ユニットリスク10-5レベルの換算値は0.8ng/m3であるが、測定結果とは直接比較できない。

２　篠崎測定局（自排局）

単位： μｇ/m3　但し重金属類は nｇ/m3

５月 ８月 １１月 ２月 平均

ベンゼン 3 環境基準 1.0 0.67 1.0 1.3 1.0

トリクロロエチレン 130 環境基準 2.1 0.57 1.6 1.1 1.3

テトラクロロエチレン 200 環境基準 0.14 0.063 0.25 0.24 0.17

ジクロロメタン 150 環境基準 1.7 0.67 2.3 1.4 1.5

アクリロニトリル 2 指針値 0.072 0.27 0.036 0.040 0.10

塩化ビニルモノマー 10 指針値 <0.0047 0.026 <0.0056 0.042 0.018

クロロホルム 18 指針値 0.27 0.15 0.16 0.21 0.20

1,2－ジクロロエタン 1.6 指針値 0.10 0.085 0.098 0.11 0.098

1,3－ブタジエン 2.5 指針値 0.14 0.12 0.16 0.12 0.14

ニッケル 25 指針値 (1.5) 6.7 <0.48 (0.67) 2.3

ヒ素 6 指針値 0.54 0.87 0.9 1.9 1.1

マンガン 140 指針値 25 51 15 26 29

水銀 40 指針値 2.1 2.8 1.9 2.1 2.2

クロム * * 3.9 6.5 2.7 5.2 4.6

※　＜の値は検出下限値未満を示す。（　）の値は検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す。

※　平均値の算出において、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて計算する。

＊　クロム及びその化合物には環境基準および指針値が設定されていない。参考として、六価クロムのU.S.EPA発がん性の

　　ユニットリスク10-5レベルの換算値は0.8ng/m3であるが、測定結果とは直接比較できない。

測　定　項　目 基準値等

重金属類

揮発性有機化合物

揮発性有機化合物

重金属類

測　定　項　目 基準値等


